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令和７年度「研究倫理教育」及び「研究費公正執行教育」 

の実施について（依頼） 

 

 

本学では、平成３０年度以降、「研究倫理教育」及び「研究費公正執行教

育」を実施し、３年度に一度の一斉受講（新規採用者においては採用年度の

受講）を義務付けております。 

研究および公的研究費に関わる全ての構成員（教職員・研究員・学生）は

当該教育の受講の必要があります。 

各部局等所属の対象者においては、令和６年度の一斉履修時に受講いただ

いたところですが、改めて貴部局内の受講者管理をすると共に、新規採用等

の対象者についての受講管理をお願いします。 

なお、「令和６年度以降の研究倫理教育及び研究費公正執行教育の実施方

策」（別添１）に基づき、昨年度から受講期間を設けておりますので、御留

意願います。また、当該年度の受講対象者数及び受講完了者数については、

次年度の４月初旬に報告を求めますので、コンプライアンス推進責任者（別

添２）においては、未受講者に対して、ｅラーニングの受講・再受講の督促

を行うとともに、理解度が高くない受講者に対しては、再教育及び理解度再

調査を実施する等、受講管理についても適切な対応をお願いします。 
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（別紙） 

「研究倫理教育」 

本学における研究者の高い倫理性、健全な研究活動を保持し、研究者の研

究活動上の不正行為を防止するためのコンプライアンス教育を実施する。 

 

〇対象者 

令和７年度から、新たに本学における研究に関わる全ての構成員 

（新規採用教職員、大学院新入生、新規受入研究員・研究生、等） 

 

〇関係規則 

琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程 

（第５条第２第１・２・４号） 

 

〇学習形式 

ｅラーニングにより実施。本学が指定する学習コースを受講する。 

※別添３「研究倫理教育 eAPRIN の琉球大学コースについて」参照 

 

「研究費公正執行教育」 

本学における公的研究費の適正な管理について、関連する学内規則及びル

ール等の理解を図り、不正を事前に防止するためのコンプライアンス教育を

実施すると共に、「コンプライアンスに関する誓約書」を聴取する。 

 

〇対象者 

令和７年度から、新たに本学における公的研究費に関わる全ての構成員 

（新規採用教職員、大学院新入生、新規受入研究員・研究生、等） 

 

〇関係規則 

国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止のための管理・監査

体制に関する規程（第５条第２項第１・２号） 

 

〇学習形式 

ｅラーニングにより実施。本学が指定する学習コースを受講する。 

※別添４「研究費公正執行教育について」参照 

 

※いずれの教育も、特任教員、研究員、非常勤職員、再雇用職員並びに学

生等を対象者に含む。 

（令和６年度以降の研究倫理教育及び研究費公正執行教育の実施方策・

受講対象者確認用フローチャート（別添５）参照） 






















